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和歌山市告示第３６８号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できな

いので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）は納税課において保管し、送達を受けるべき者の

申出により交付する。                 

  令和７年１２月４日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

 （令和７年１２月４日掲示済）  
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和歌山市告示第３６９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１２月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１１月２２日及び同月２６日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１１月２０日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和７年１１月１８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１２月４日掲示済）  
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和歌山市告示第３７０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１２月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場 令和７年１１月１９日及び同月２８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１２月４日掲示済） 
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和歌山市告示第３７１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和７年１２月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和７年１２月５日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年８月１９日及び同月２９日 令和７年９月４日 

和歌山市内一円市道上及び

無料駐輪場 

令和７年８月１９日、同月２６日及

び同月２７日 

令和７年９月４日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和７年１２月４日掲示済） 
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和歌山市告示第３７２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

１２月５日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１２月５日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１０－６０ 高松６０号線 

和歌山市西高松二丁目 

７６番１地先 

      ～ 

和歌山市西高松二丁目 

３０３番１地先 

旧 １１６．８０ 

２．１ 

 ～ 

２．６ 

新 １１４．３６ 

２．１ 

 ～ 

２．６ 

（令和７年１２月５日掲示済）  
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和歌山市告示第３７３号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

１２月９日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１２月９日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２５－１ 岡崎１号線 

和歌山市井辺８４番１地先 

      ～ 

和歌山市井辺８４番２５地先 

旧 ３８．３２ 

４．８０ 

 ～ 

５．３０ 

新 ３８．３２ 

５．６２ 

 ～ 

６．５４ 

（令和７年１２月９日掲示済）  
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和歌山市告示第３７４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

１２月１１日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１２月１１日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２２－２８ 貴志２８号線 

和歌山市梅原１０４番１０地先 

      ～ 

和歌山市梅原１１０番１１地先 

旧 １１９．６２ 

２．４０ 

 ～ 

４．７０ 

新 １１９．６２ 

６．００ 

 ～ 

９．９５ 

（令和７年１２月１１日掲示済） 

 

 



           和歌山市公報（第１８１３号）令和７年（２０２５年）１２月１５日 

 

－10－ 

和歌山市告示第３７５号 

 納税通知書を別紙の者に送付したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達できないの

で、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和７年１２月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 送達書類の名称  令和７年度軽自動車税（種別割）納税通知書 

２ 交付期限     公示日より７日を経過した日から５年 

３ 交付場所     和歌山市財政局税務部市民税課 

（別紙省略） 

（令和７年１２月１２日掲示済） 
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和歌山市告示第３７６号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できな

いので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書（謄本）は納税課において保管し、送達を受けるべき者の

申出により交付する。                 

  令和７年１２月１２日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和７年１２月１２日掲示済）   
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和歌山市告示第３７７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３の２条第１項の規定に基づき、公金の徴収に関する事務を次

のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年１２月１２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 委託を受けた者 

名称 公益社団法人和歌山市シルバー人材センター 

住所又は事務所の所在地 和歌山市新生町２番１２号 

２ 委託した公金事務に係る歳入 

  ふれあいの郷雑入（サシェ販売収入） 

３ 指定をした日 

  令和６年４月１日 

４ 委託をした日 

  令和７年１０月１日

（令和７年１２月１２日掲示済） 
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和歌山市告示第３７８号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第７８条の５第２項及び第１１５条の５第２項の規

定による事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第７８条の１１及び第１１５条の１０の規定に

より次のとおり告示する。 

令和７年１２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者の名称 

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

０６３７６ 

株式会社いずみヒルズ 訪問介護いずみヒルズ 

和歌山市毛見３４２－

２６ 

訪問介護 令和７年１１月３０

日 

３０５０１

８００４５ 

医療法人稲祥会 介護老人保健施設かま

やま苑 

和歌山市和田３５０番

地 

訪問リハビリテ

ーション 

介護予防訪問リ

ハビリテーショ

ン 

令和７年１１月３０

日 

３０７０１

１４４５３ 

株式会社桜 ライフ 

和歌山市松江１３２５

－８ 

訪問介護 令和７年１１月３０

日 

３０７０１

１４４５３ 

株式会社桜 ライフ 

和歌山市松江１３２５

－８ 

通所介護 令和７年１１月３０

日 

３０７０１

１４１５６ 

株式会社ほっこり 

 

株式会社ほっこり 

和歌山市湊４－６－１

０ 

訪問介護 令和７年１１月３０

日 

３０７０１

０６５７４ 

医療法人真正会 デイサービスりゅうじ

ん 

和歌山市北中島１丁目

２－４ 

地域密着型通所

介護 

令和７年１１月３０

日 

（令和７年１２月１５日掲示済） 
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－14－ 

和歌山市告示第３７９号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和７年１２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

０６３７６ 

株式会社いずみヒルズ 訪問介護いずみヒルズ 

和歌山市毛見３４２－２６ 

予防給付型訪問

サービス 

生活支援型訪問

サービス 

 

令和７年１１月３０

日 

３０７０１

１３７３７ 

合同会社きずな ヘルパーステーション絆 

和歌山市馬場２２５番地１

０ 

生活支援型訪問

サービス 

令和７年１１月３０

日 

３０７０１

１４１５６ 

株式会社ほっこり 株式会社ほっこり 

和歌山市湊４－６－１０ 

予防給付型訪問

サービス 

令和７年１１月３０

日 

３０７０１

０６５７４ 

医療法人真正会 デイサービスりゅうじん 

和歌山市北中島１丁目２－

４ 

予防給付型通所

サービス 

令和７年１１月３０

日 

（令和７年１２月１５日掲示済） 
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－15－ 

和歌山市告示第３８０号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文による指定をしたので、同法第７８条の規定によ

り次のとおり告示する。 

令和７年１２月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在地 サービスの種

類 

指定年月日 

３０７０１

１５２６０ 

株式会社ファミリエ ライフ 

和歌山市松江１３２５－８ 

訪問介護 令和７年１２月１日 

３０７０１

１５２６０ 

株式会社ファミリエ ライフ 

和歌山市松江１３２５－８ 

通所介護 令和７年１２月１日 

（令和７年１２月１５日掲示済） 
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－16－ 

和歌山市告示第３８１号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和７年１２月１５日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の

名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

２７７１２

００６７８ 

株式会社いずみヒル

ズ 

いずみヒルズ介護サービ

ス 

大阪府泉南郡熊取町紺屋

２丁目９番１－２０２号 

予防給付型訪問サービス 

生活支援型訪問サービス 

令和７年１２月１日 

３０７０１

１５２６０ 

株式会社ファミリエ ライフ 

和歌山市松江１３２５－

８ 

予防給付型訪問サービス 令和７年１２月１日 

３０７０１

１５２６０ 

株式会社ファミリエ ライフ 

和歌山市松江１３２５－

８ 

予防給付型通所サービス 令和７年１２月１日 

３０７１７

０１０４３ 

合同会社八幡 ヘルパーステーションぴ

ーち 

和歌山県紀の川市東大井

３２１－４ 

予防給付型訪問サービス 令和７年１２月１日 

（令和７年１２月１５日掲示済）
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－17－ 

和歌山市告示第３８２号 

 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２３条の規定により、たき火又は喫煙の制限を行うので、

和歌山市火災予防規則（昭和３７年規則第３３号）第１８条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年１２月１５日 

                      和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 制限を行う区域及び制限の別 

所在地 制限を行う区域 制限の別 

和歌山市紀三井寺１２０１番地 紀三井寺護国院の境内 
たき火及び喫

煙 

和歌山市和歌浦西２丁目１番２４号 天満神社の境内 
たき火及び喫

煙 

和歌山市和歌浦西２丁目１番２０号 東照宮の境内 
たき火及び喫

煙 

和歌山市岩橋１４１１番地 紀伊風土記の丘の全域 
たき火及び喫

煙 

和歌山市加太 通称 地ノ島の全域 たき火 

 備考 制限を行う区域は、喫煙所が設置された場所を除く。 

２ 制限を行う期間 

  令和８年１月１日から同年１２月３１日まで

（令和７年１２月１５日掲示済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           和歌山市公報（第１８１３号）令和７年（２０２５年）１２月１５日 

 

－18－ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告

する。                 

令和７年１２月２日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和７年１１月２１日 

和建指第２７７７号 

和歌山市野崎字中洲２０４

番５２の一部 

 

 
 

和歌山市黒田一丁目２番１

７号 

アズマハウス株式会社 

代表取締役 東 行男 

６．００ｍ × ４２．６０ｍ 

 

 

 ４２．６０ｍ 

（令和７年１２月２日掲示済） 
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－19－ 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により指定した道路の位置を一部取消 

したので、和歌山市建築基準法施行細則（平成１１年規則第６９号）第１５条第４項の規定により公告する。 

令和７年１２月２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓                            

指定年月日 

指定番号 

取消した 

地名地番 

取消し後の 

道路幅員×延長 

総延長 

 

取消した日 

昭和４３年１２月３日 

（県）２８４－１号  

和歌山市野崎字中洲２０

４番２の一部、２０４番

５２の一部、２０４番５

３の一部  

４．００ｍ×１８２ｍ 

 

総延長 

１８２ｍ 

令和７年１１月２１日 

（令和７年１２月２日掲示済） 
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－20－ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告

する。                 

令和７年１２月４日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和７年１２月１日 

和建指第２７８６号 

和歌山市木ノ本字宇津輪３

６１番８の一部 

 

 
 

和歌山市狐島５０８番地 

三幸建設株式会社 

代表取締役 島本 義久 

６．００ｍ × ６６．５５ｍ 

 

 

 ６６．５５ｍ 

（令和７年１２月４日掲示済）  
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－21－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１２月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市西庄字東池ノ内７８番  （登載省略） 

（令和７年１２月８日掲示済）
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－22－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１２月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市加太字炭谷９３６番５、２３６２番６

０ 

大阪府枚方市招提田近２－１－３ 

株式会社くらこん 

代表取締役社長 伝宝啓史 

（令和７年１２月８日掲示済）
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－23－ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告す

る。                 

令和７年１２月８日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和７年１２月３日 

和建指第２７８４号 

和歌山市加納字四ツ辻２１

０番４、２１０番６ 

 

 
 

和歌山市有家３３０番地４ 

有限会社 エステートニシ

カワ 

代表取締役 覀川 純司 

６．００ｍ × ６５．２６ｍ 

 

 

 ６５．２６ｍ 

（令和７年１２月８日掲示済） 
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－24－ 

公  告 

 

 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４２条第１項及び第４７条の４第１項の規定に

より、和歌山県収用委員会から同法に基づく裁決申請書及びその添付書類並びに明渡裁決の申

立てに係る書類の写しの送付があったので、同法第４２条第２項及び第４７条の４第２項にお

いて準用する第４２条第２項の規定により公衆の縦覧に供するため次のとおり公告する。 

 なお、土地所有者、関係人及び損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は、

縦覧期間内に同法第４３条及び第４７条の４第２項において準用する第４３条の規定により、

和歌山県収用委員会（和歌山県庁内）に意見書を提出することができる。 

 

  令和７年１２月９日 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

１ 起業者名  

   国土交通大臣 

 

２ 事業名  

和歌山都市計画道路事業３・４・１３号貴志琴ノ浦線 

 

３ 収用しようとする土地の所在、地番及び地目 

所在及び地番 
地 目 

登記簿 現 況 

和歌山県和歌山市和歌浦東二丁目６９０番６ 雑種地 雑種地 

 

４ 縦覧場所 

 和歌山市 都市建設局 道路河川部 道路政策課 

 

５ 縦覧期間 

   公告の日から令和７年１２月２３日まで（日曜日、土曜日を除く。） 

 

６ 縦覧時間 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで

 

（令和７年１２月９日掲示済） 
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－25－ 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定し公告

する。                 

令和７年１２月１２日       

和歌山市長  尾 花 正 啓                              

指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和７年１２月８日 

和建指第２７６３号 

和歌山市園部字上前田１５

５５番の一部、１５５６番

の一部、１５５７番１の一

部、１５５７番２の一部 
 

和歌山市六十谷２３０番地 

大伸住宅株式会社 

代表取締役 松原 大典 

６．００ｍ × ５７．９０ｍ 

 

 

 ５７．９０ｍ 

（令和７年１２月１２日掲示済） 
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－26－ 

和歌山市教育委員会告示第１４号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和７年１２月８日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和７年１２月１１日（木） 午後６時００分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和８年（２０２６年）和歌山市はたちのつどいについて 

（２）和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の委嘱について 

（３）令和７年度末教職員人事異動方針（案）について 

（４）人事案件について 

（５）その他 

（令和７年１２月８日掲示済）
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－27－ 

 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和７年１２月５日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和７年１２月１０日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１） 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

（２） 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３） 事業計画変更申請に対する意見について 

（４） 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 農用地利用集積等促進計画に対する意見について 

（６） 非農地通知について 

（令和７年１２月５日掲示済） 
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－28－ 

和歌山市企業局告示第３９号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により代表者氏名の変更の届出

があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和７年１２月３日 

                       和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

 

指 定 番 号 第７０２号 

変 更 年 月 日 令和７年１１月２５日 

 

 変 更 前 変 更 後 

指 定 工 事 店 名 株式会社カンキ設備 

営 業 所 所 在 地 和歌山市木枕２９２番地 

代 表 者 氏 名 代表取締役 林 寛先 代表取締役 林 宏樹 

（令和７年１２月３日掲示済）  
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和歌山市企業局告示第４０号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により、和歌山市企業局指定

給水装置工事事業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平

成１０年水道局規程第２号）第２７条第２号の規定により告示する。 

令和７年１２月１０日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

（令和７年１２月１０日掲示済） 

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

大阪府貝塚市澤１２８２

番地 

奥田商工株式会社 

代表取締役 奥田 康雅 

奥田商工株式

会社 

大阪府貝塚市澤１

２８２番地 

平成１１年１１

月２６日 

第２７７

号 

和歌山市松島３４７番地

の４ 

古川電設株式会社 

代表取締役 石川 博繁 

古川電設株式

会社 

和歌山市松島３４

７番地の４ 

平成１１年５月

２１日 

第２５５

号 


